
1 
 

令和５年度事業報告 

 

〔公１〕珠算学習啓発事業（定款第４条） 

珠算学習を通して，学習者の基礎学力の向上を図り，その目的を達成するための小学校珠

算授業の支援，調査研究，助成，指導，啓発，関係団体との交流を図った。 

１．研修事業関係 

我が国の珠算教育の普及向上及び珠算教育者の資質を高めることを目的として，それに必

要な指導・資格の認定並びに珠算教育の調査研究と研究者の育成のための事業を行った。 

(1) 珠算指導者講習会の実施 

社会の求めに応じた珠算教育者の資質の向上を図ることを目的として，各地域において

珠算指導者講習会並びにオンライン講習会を開催し，専門知識の習得・指導力の向上を図

った。 

(2) 人材育成講習会の開催 

ア．珠算指導者教養講座 

諸般の事情により休止した。 

イ．短期集中講座 

隔年開催のため休止した。 

(3) 全国珠算研究集会の実施 

珠算に関する研究者の育成と，珠算教育者の研鑽を目的として開催した。今年度は，創

立70周年記念講演として，記念式典・祝賀会の翌日の午前中に行った。 

(4) 研究誌「珠算春秋」の発行 

珠算教育者の研究意欲を促進及び知識の向上を図ることを目的として発行し，その研究

内容を社会に広めるため，会員に配付するとともに，大学，図書館等にも寄贈した。 

(5) 教育認定事業について 

珠算教育者の研修意欲の向上と資質を高めることにより，珠算教育の質の向上に寄与す

ることを目的として，珠算教育士，珠算教育段位，単位認定の資格認定を行った。 

 

２．検定事業関係 

珠算学習者の学習意欲の増進と学習効果の評価を社会に周知させるために検定試験を実施

した。また，カリキュラムとしての進級過程の難度などの適正についての検証を行った。 

(1) 検定試験の実施 

検定試験は，珠算検定試験，暗算検定試験をそれぞれの規則に従って実施した。 

珠算検定の段位試験，級位試験（１級～準６級）は文部科学省後援により実施した。 

(2) 受験者数増加を図るための受験団体に対する表彰の実施 

(3) 受験料の助成と刑務所，矯正施設への指導支援 

刑務所，矯正施設に指導者を派遣し，社会復帰の一助として収容されている方に珠算指

導を行うとともに受験料（年間 1,260名）を免除した。 

 

３．競技事業関係 

珠算学習者の学習意欲の増進を図ることを目的として，珠算競技会を開催した。多くの学

習者が参加の機会を得られるように技能の差，地理的な条件などを考慮した各種の競技会を

開催した。 

(1) 全日本珠算選手権大会の実施 

珠算技能の最高峰の選手権者を決定するための競技会を開催した。 
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(2) 全日本通信珠算競技大会の実施 

地理的，経済的な条件により全国大会に参加することができない選手が参加できるよう，

会場を地方に分散し，成績を集計することで全国順位を決定する方式の通信競技大会を開

催した。 

参加者が多く技能格差が大きいことから，小学校４年生以下の部，小学校の部，中学校

の部，高校の部，一般の部の５部門で個人，団体において珠算技能を競う大会を実施した。 

(3) 国際珠算競技大会の実施 

ＩＴ社会の中で計算に対して異なる文化を持つ国のアメリカンスクールの児童たちが，

日本の伝統文化である珠算を学び，日ごろの成果を競うことで，児童の珠算学習意欲の増

進に寄与させることを目的に開催を予定していたが，スクール内の諸事情により珠算学習

ができていないことから，一部の地域にて交流会形式での開催となった。 

(4) 地方競技会の開催 

珠算技能の地域格差により，全国大会には参加できない珠算学習者にも競技会参加によ

る珠算学習意欲の増進を図るために，支部主催で開催した。 

(5) 各地域における競技会の助成 

珠算技能の育成及び学習意欲の向上の手段として，技能の向上を目指す学習者も参加で

きるように，各種競技会の後援を行った。 

 

４．広報事業関係 

(1) 広報紙の発行 

取材による記事・全国から投稿される記事や原稿など，珠算に関する様々な情報を組織

の内外に配布し，活力ある珠算普及活動の実態を広め珠算教育の重要性の認識が深まる活

動を行った。 

ア．本部「全国珠算新聞」 

イ．支部「支部報」 

(2) 「全珠連会報」の発行 

公益法人として，組織運営等の情報を公開するとともに，珠算教育の重要性のアピール

を行った。 

(3) イベントＰＲ事業 

珠算に関連したイベントを開催し，一般社会に対して日本の伝統文化のひとつであるそ

ろばんをアピールした。 

(4) 珠算パブリシティ活動の実施 

教育専門紙「日本教育新聞」を通して基礎学力の向上と珠算学習との関係について，広

く一般社会にアピールした。 

(5) メディア等による珠算ＰＲ事業の実施 

新聞，雑誌，ＷＥＢ等の媒体を活用し，一般社会の広範囲に珠算学習の重要性とその効

果を広めた。Instagram・Facebook等ＳＮＳを活用した情報発信も行った。 

(6) ホームページによる企画 

ホームページにより，連盟の公益活動及び珠算学習の有効性を広めた。 

 

５．学校教育支援事業関係 

(1) 小学校副教材の配布 

小学校そろばんの授業の充実を図るため，専門的な立場から作成した副教材を教育委員

会または学校の要望に応じて無償配布した。 
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(2) 現職教員珠算研修会の開催 

小学校の算数科におけるそろばん授業の支援策として，小学校の現職教員等に対して算

数科で学ぶ珠算の指導に関する研修会を開催した。 

(3) 小学校への珠算講師の派遣 

小学校そろばんの授業に関して，小学校または地元教育委員会の要請に応え，珠算の専

門家の派遣を行った。 

 

６．国際交流事業関係 

(1) 世界珠算暗算連合会に役員の派遣 

諸般の事情により派遣を見送ったが，オンラインによる会議については適宜対応した。 

また，各国・地域の情報として日本の公教育におけるそろばんの現況について，適宜情

報提供を行った。なお，加盟団体として令和６年度会費を納入した。 

(2) 世界珠算暗算競技大会への役員及び選手の派遣 

諸般の事情により派遣を見送った。 

(3) 小・中・高校生そろばん訪米使節団の派遣 

    諸般の事情により派遣を見送った。 

(4) 海外普及活動の実施 

珠算文化を持たない海外に向け計算教具としての「そろばん」を広めるとともに，早く

正確に計算する手段としての珠算を普及することにより日本伝統文化の高揚にも寄与し，

日本国内における珠算学習の啓発を図った。 

 

７．顕彰事業関係 

わが国におけるそろばんの発展に貢献した先駆者の偉業を顕彰するため，そろばん奉謝追

福祭（於西宮・熊野神社），大津そろばん感謝法要（於大津・三井寺）の催し等を行った。 

 

８．表彰事業関係 

(1) 学習者の表彰 

珠算学習者中，学業及び珠算技能が特に優れ，他の生徒の模範となる者及び連盟の実施

する珠算検定試験・暗算検定試験において，特に優秀な成績で合格した者を表彰し，全国

各地域において表彰式を挙行した。 

(2) 功労者の表彰 

珠算界及び連盟発展の貢献者に対し，その功労に報いるため表彰を行った。 

 

９．調査研究事業関係 

(1) 珠算教育研究所の活用 

珠算教育の重要性の認識が深まるなか，珠算や暗算に関する研究などを積極的に推進し，

珠算教育の研究を活性化させるため調査研究と成果の広報を行った。 

ア．算数教具部会の開催 

日数教大会に発表する課題を，小学校校長と共に研究を行った。 

イ．全国算数・数学教育研究大会に研究発表者を派遣 

同大会がオンラインにて開催されたため，発表者及び委員の派遣を中止した。 

(2) 研究表彰・奨励賞の授与 

珠算教育の発展に寄与する研究者の育成と発掘することを目的として，前年度に発表さ

れた研究論文を審査し，研究表彰・奨励賞の選考を行い，該当者には全国珠算研究集会席
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上で研究奨励賞を授与した。 

(3) 珠算研究論文・資料目録集の資料調査・収録 

珠算関係書籍で発表された論文を各分野別に整理を行った。 

(4) 学術顧問会議の開催 

数学・教育学・心理学・脳科学等の研究者・大学教授等で構成する学術顧問が出席し，珠

算教育をテーマとする討論・意見交換を行った。 

 

10．展示事業関係 

(1) 日本そろばん資料館の運営 

来館者がより効果的に知識が得られるよう配慮するため，学芸員２名（名誉学芸員を含

む）を委嘱し，収蔵物について調査検討を加え展示事業の充実を図り，そろばんの歴史や

学問的知識を一般に広め珠算学習者の啓発を行った。 

(2) 講習会等の開催 

当資料館の所蔵物に関わるものを演題とした講習会等をオンラインにて開催した。 

 

〔収１〕珠算経営振興会事業関係 

(1) 珠算教場経営の支援策として，合格シール，生徒手帳等の頒布を行った。 

(2) 珠算教場生徒募集の支援策としてチラシの頒布を行った。 

(3) フラッシュ暗算検定による教場支援を行った。 

(4) 算数チャレンジ検定による教場支援を行った。 

 

〔他１〕珠算推奨事業関係（定款第５条） 

珠算教場の安全対策及び生徒の安全に対する意識の向上を図り，教場経営者の精神的・経

済的安心に寄与するとともに珠算教場の経営の支援を行った。 

１．生徒安全会事業の運営 

教場における生徒の安全対策と安全意識の向上を図るために，慶弔制度の運営により見舞

金の支給を行った。 

また，塾総合保険団体契約により，教場経営者の賠償責任の軽減を図った。 

２．教場経営及び授業を推進する製作物の配付 

生徒増加対策に利用できる製作物，生徒の学習意欲を増進させる製作物の配付を行った。 

３．ホームページによる教場検索サービス 

ホームページにより，安全会加入教場の検索ＰＲを支援した。 

 

〔他２〕珠算連合会事業関係（定款第５条） 

珠算教育の更なる発展と向上を図るため，日本を代表する珠算三団体の交流を図り，珠算

の啓発事業，学校教育支援などの意見交換並びにそれに基づく活動を行った。 

１．全国珠算教育団体連合会代表者会議への役員，委員の派遣 

２．珠算連合学習指導要領専門委員会への委員の派遣 

小学校学習指導要領算数科の内容と珠算の関連について研究し，珠算教育に関する指導法

の確立などの研究を行う委員会等へ，担当委員の派遣を行った。 

３．この事業に関して，代表者会議への役員，委員の派遣費用，連合会の事業開催に関する費用

の分担金の支払いを行った。 
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〔法人会計〕 

１．会員増加対策の推進 

(1) 10歳代・20歳代・30歳代・40歳代の新入会員増加策の推進 

 

２．慶弔費の支払い 

公益法人として，連盟の公益活動を支えられた会員に敬意と感謝を表し，慶事には祝い金

を贈呈し，弔事には弔意を捧げた。 

 

３．その他 

(1) 諸会議の開催 

連盟の運営に伴う会議を開催した。（集合型及びオンライン） 

(2) 役員の派遣 

ア．関係諸団体及び機関に対する活動に必要な役員派遣 

イ．全国各地域の組織拡充事業への役員派遣 

(3) 渉外活動 

ア．連盟の活動に必要な国内関係諸機関に対する渉外活動 

イ．海外関係諸団体及び機関に対する渉外活動 

(4）役職員の研修促進 

ア．図書の購入などによって研修促進を図った。 

(5) その他 

ア．連盟の運営上必要な決裁事項全般 

イ．全国各地域における組織・事務の拡充指導全般 

ウ．事務局管理及び人事関係の一切 

 




























